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大
分
県
警
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の
特
別
職
非
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勤
職
員
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
三

　
　
　
　
　
　
　
企

業

局

訓

令

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
期
末
手
当
及
び
奨
励
手
当
支
給
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
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三

○
人
事
委
員
会
規
則

　
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
石
　
　
　
井
　
　
　
久
　
　
　
子
　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

　
　
　
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
六
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
で
あ
つ
た
」
を

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
三
恵
印
刷
株
式
会
社
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
イ
　
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
で
あ
つ
た
期
間

　
　
ロ
　
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

　
　
　
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
の
定
め
る
法
人
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
の

　
　
　
職
務
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
術
研
究
そ
の
他
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
る
休

　
　
　
職
の
期
間
（
第
十
二
条
第
二
項
第
五
号
ロ
に
お
い
て
「
研
究
休
職
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事

　
　
　
委
員
会
の
定
め
る
期
間

　
第
七
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
四
　
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
（
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
を

　
　
除
く
。
）

　
第
十
条
中
「
次
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
る
。

　
第
十
二
条
第
二
項
第
五
号
中
「
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
で
あ
つ
た
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、

同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
イ
　
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
で
あ
つ
た
期
間

　
　
ロ
　
研
究
休
職
期
間
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
期
間

　
第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
第
四
号
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
企
業
局
管
理
規
程

　
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

大
分
県
企
業
局
長
　
　
工
　
　
　
藤
　
　
　
正
　
　
　
俊
　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
八
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条
　
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理

　
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百

　
十
」
を
「
百
分
の
百
五
」
に
改
め
る
。

第
二
条
　
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
人
事
委
規
則
・
企
業
局
管
理
規
程
）



令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外

二

（
企
業
局
管
理
規
程
・
病
院
局
管
理
規
程
・
訓
令
甲
）

　
　
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百

　
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

○
病
院
局
管
理
規
程

　
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

大
分
県
病
院
局
長
　
　
田
　
　
　
代
　
　
　
英
　
　
　
哉
　

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
一
号

　
　
　
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条
　
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
三

　
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百

　
十
」
を
「
百
分
の
百
五
」
に
改
め
る
。

第
二
条
　
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百

　
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　
大
分
県
病
院
局
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

大
分
県
病
院
局
長
　
　
田
　
　
　
代
　
　
　
英
　
　
　
哉
　

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
二
号

　
　
　
大
分
県
病
院
局
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　
大
分
県
病
院
局
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
支
給
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
六
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
で
あ
っ
た
期
間

は
」
を
「
次
に
掲
げ
る
期
間
を
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
イ
　
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
で
あ
っ
た
期
間

　
　
ロ
　
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

　
　
　
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
病
院
局
長
の
定
め
る
法
人
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
の
職

　
　
　
務
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
術
研
究
そ
の
他
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
る
休
職

　
　
　
の
期
間
（
第
十
三
条
第
二
項
第
五
号
ロ
に
お
い
て
「
研
究
休
職
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
病
院
局

　
　
　
長
の
定
め
る
期
間

　
第
七
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
三
　
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
（
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
を

　
　
除
く
。
）

　
第
十
三
条
第
二
項
第
五
号
中
「
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
で
あ
っ
た
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、

同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
イ
　
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
で
あ
っ
た
期
間

　
　
ロ
　
研
究
休
職
期
間
の
う
ち
病
院
局
長
の
定
め
る
期
間

　
第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
第
三
号
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
訓
　
　
令
　
　
甲

大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
　
　
　
　
　
庁
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
　
方
　
機
　
関
　

　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
大
分
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

　
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
四
号
ま
で
」
を
「
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外

三

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
3
7
号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
大

分
県

警
察

の
特

別
職

非
常

勤
職

員
及

び
会

計
年

度
任

用
職

員
の

管
理

に
関

す
る

規
程

（
令

和
２

年
大

分

県
警

察
本

部
訓

令
第

2
6
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

令
和

２
年

1
1
月

3
0
日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
竹

　
迫

　
宜

　
哉

　

　
第

1
9
条

第
２

項
第

２
号

中
「

第
４

号
ま

で
」

を
「

第
３

号
ま

で
」

に
改

め
る

。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
２

年
1
1
月

3
0
日

か
ら

施
行

す
る

。

○
企

業

局

訓

令

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
十
二
号

                                                                

　
本
　
　
　
　
　
局
　

                                                                
　
事
　
　
業
　
　
所
　

　
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
期
末
手
当
及
び
奨
励
手
当
支
給
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業

局
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

大
分
県
企
業
局
長
　
　
工
　
　
　
藤
　
　
　
正
　
　
　
俊
　

　
第
五
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
で
あ
つ
た
期
間

は
」
を
「
次
に
掲
げ
る
期
間
を
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
イ
　
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
で
あ
つ
た
期
間

　
　
ロ
　
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

　
　
　
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
企
業
局
長
の
定
め
る
法
人
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
の
職

　
　
　
務
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
術
研
究
そ
の
他
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
る
休
職

　
　
　
の
期
間
（
第
十
一
条
第
二
項
第
五
号
ロ
に
お
い
て
「
研
究
休
職
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
企
業
局

　
　
　
長
の
定
め
る
期
間

　
第
六
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
警
察
本
部
訓
令
・
企
業
局
訓
令
）

○
警

察

本

部

訓

令

　
三
　
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
（
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
を

　
　
除
く
。
）

　
第
十
一
条
第
二
項
第
五
号
中
「
給
与
規
程
第
三
十
一
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
休
職
者
で
あ
つ

た
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
イ
　
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
で
あ
つ
た
期
間

　
　
ロ
　
研
究
休
職
期
間
の
う
ち
企
業
局
長
の
定
め
る
期
間

　
第
十
二
条
中
「
第
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
第
三
号
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


